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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 

   ＰＲ動画を作成しました 

 －パートやアルバイトで休業した方、シフト日数や勤務時間 

  が減少した方は必見です！－ 
 

 県では、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（厚生労働省）を周知

するため、ＰＲ動画を作成しました。 

  

１ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要 

   新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手 

  当の支払いを受けることができなかった方に対し、支援金・給付金を支給する制 

  度です。 

   パートやアルバイトで休業した方や、シフト制でシフト日数や勤務時間が減少 

  した方など、幅広い方々が対象となります。 

 

２ 動画の概要 

 ・タイトル  「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」 

 ・講  師  特定社会保険労務士 髙木 美香 氏 

 ・内  容  本制度の対象となる方、支給される額、申請期限、申請方法等を 

        わかりやすく説明します。 

 ・再生時間  約７分 

 

３ 公開視聴ＵＲＬ 

 動画は YouTube の埼玉県公式チャンネルで公開中です。 

  https://www.youtube.com/watch?v=wkDb7aKbr_s 
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